
上尾市地域創生長期ビジョン及び上尾市地域創生総合戦略策定方針 

 

１ 趣旨 

日本の急速な少子化・高齢化の進行に的確に対応し、人口の減少に歯止めを

かけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住

みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくため、

まち・ひと・しごと創生法が制定された。 

本市でも、今後人口は減少に転じ、少子化・高齢化が一層進行することが見

込まれており、人口減少の克服、地域経済の維持・発展や活力ある地域社会の

形成などが課題となっている。 

そこで、まち・ひと・しごと創生法に基づき国が策定したまち・ひと・しご

と創生総合戦略（以下、国の総合戦略という。）を勘案しながら、市の実情を

踏まえ、人口、経済、地域社会の課題に一体的に取り組むため、上尾市地域創

生長期ビジョン及び上尾市地域創生総合戦略を策定する。 

 

２ 策定内容 

（１）上尾市地域創生長期ビジョン 

本市における人口の現状を分析し、今後目指すべき将来の方向と人口の将来

展望を示す長期的なビジョンを策定する。 

（２）上尾市地域創生総合戦略 

上尾市地域創生長期ビジョンを踏まえ、本市の実情に応じた今後５か年の目

標や施策の基本方向、具体的な施策をまとめた計画として策定する。 

 

３ 上尾市地域創生長期ビジョン及び上尾市地域創生総合戦略の位置付け 

別表１ 

第５次上尾市総合計画の基本構想及び現在策定中の後期基本計画に沿って、

上尾市地域創生長期ビジョン及び上尾市地域創生総合戦略を策定する。 

 

４ 対象期間 

（１）上尾市地域創生長期ビジョン 

平成５２年（２０４０年）まで 

（２）上尾市地域創生総合戦略 

平成２７年度から平成３１年度まで（５か年） 

 

５ 上尾市地域創生総合戦略における重点施策 

上尾市地域創生総合戦略における重点施策は、国の総合戦略が定める政策の

基本目標及び政策パッケージ等を勘案し、５年後の基本目標を設定した上で定

めることとし、その施策ごとに実現すべき成果に係る定量的な目標を定めるも



のとする。ただし、実現すべき成果について定量的な目標の設定が困難なとき

は、定性的な目標を設定できるものとする。 

 

【国の総合戦略に定める政策の基本目標】 

①地方における安定した雇用を創出する 

②地方への新しいひとの流れをつくる 

③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

④時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と 

地域を連携する 

 

６ 策定体制   別表２ 

（１）上尾市地域創生総合戦略審議会 

上尾市地域創生総合戦略の策定及び推進に当たり、市民、産業界・行政機関・

大学・金融機関・労働団体（産官学金労）等の関係者の意見を反映するため、

上尾市地域創生総合戦略審議会を設置する。 

（２）上尾市地域創生総合戦略本部 

まち・ひと・しごと創生に全庁横断的に取り組むため、市長を本部長とする

上尾市地域創生総合戦略本部を設置するとともに、その事務を補助する上尾市

地域創生総合戦略幹事会を設置する。 

 

７ 策定時期   別表３ 

上尾市地域創生長期ビジョン及び上尾市地域創生総合戦略は、平成２７年度

に策定する。 

 

８ その他 

（１）策定過程における重要事項については、広報あげおや市ホームページをはじ

めとする利用可能な情報手段を用いて、広く市民に公表するものとする。 

（２）上尾市地域創生総合戦略は、ＰＤＣＡサイクルに基づき、実施した施策や事

業の効果を検証の上、必要に応じて総合戦略を見直すものとする。 

（３）この策定方針に定めるもののほか、策定に関し必要な事項は、別に定めるも

のとする。 



 
 
 
 

総合戦略 

  

         
          基本理念    「協働・自立・共生・独創」 
          将来都市像   「笑顔きらめく“ほっと”なまち あげお」 

総合計画と長期ビジョン・総合戦略の位置づけ 

総合計画が示す方向性の中で、 
・市が目指す将来の人口規模 
・それを実現するために重点化する施策 
を定める 

⇒長期ビジョン 

総合計画 
まちづくりの基本方向（７つ） 

支えあう安心・安全な 
まちづくり 

快適な都市空間づくり 

たくましい都市活力づくり 

市民との協働と新たな行政運営 

未来につなぐ環境づくり 

美しく心豊かなまちづくり 

明日を担う人づくり 

長期ビジョン 

長期ビジョンを実現するため、 
・具体的に取り組む手段 
を構築する 

⇒総合戦略 
 

別表１ 



別表２ 

 

上尾市地域創生長期ビジョン及び上尾市地域創生総合戦略 策定体制 
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上尾市地域創生総合戦略本部 

【構成】 

市長・副市長・教育長・市長政策室長・

各部部長・会計管理者・消防長・議会

事務局長 

【所掌事務】 

・長期ビジョン及び総合戦略の策定 

・総合戦略の推進及び実施状況の総合

的な検証 

 

 

 

 

庁内体制 

上尾市地域創生総合戦略幹事会 

【構成】 

各部次長・行政経営課長・財政課長・ 

総務課長・職員課長 

【職務】 

・本部の会議に付議する事案について

の調査・審議 

 

 

上尾市地域創生総合戦略審議会 

【構成】15名 

 学識関係者…1名 

 産業関係者…3名 

 子育て団体関係者…3名  

地域団体関係者…1名 

市議会議員…4名 

労働関係者…2名 

関係行政機関…1名 

※「産官学金労言」に対し識見を有

する者、関係行政機関、市議会議員 

【職務】 

・総合戦略の策定・進捗状況に対し

て意見を述べる 

・その他総合戦略に関する事項に対

して意見を述べる 

 

外部組織 

市議会 

事務局 

行政経営課 
各課等 

総合計画 

市 民 

調整 

調整 

報告 指示 



別表３

上尾市地域創生長期ビジョン及び上尾市地域創生総合戦略　策定スケジュール

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

　　　　会議① 会議② 会議③ 会議④
7/27

会議⑤
9/1

                  会議⑥
10/26

　　会議① 会議② 　　会議③
　　8/17

会議④
9/16

                    会議⑤

　会議① 　　　会議② 会議③         会議④

上尾市地域創生長期ビジョン

上尾市地域創生総合戦略

平成２７年

議会報告

上尾市地域創生総合戦略審議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　[外部組織]

上尾市地域創生総合戦略本部会議

　　　　　　　　　　　　　　　[庁内検討組織]

上尾市地域創生総合戦略幹事会

　　　　　　　　　　　　　　　[庁内検討組織]

作
業

素 案 検 討 

素案決定 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 
コメント 

 
10/2- 

 
22 

素 案 検 討 

最終 
検討 

★決定 

素案決定 

最終 
検討 

★決定 
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